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二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
四
月
一
日
付
け
で
，

三
四
人
の
新
任
高
校
長
が
発
令
さ
れ
た
。
一
一
一
の

高
校
長
ポ
ス
ト
の
三
一
％
に
達
す
る
。
平
均
年
齢
は

「
天
下
り
」
組
が
五
五
・
四
歳
，
「
生
え
抜
き
」
組

が
五
七
・
四
歳
と
ほ
ぼ
昨
年
通
り
で
あ
っ
た
。
し
か

し
今
年
は
五
六
歳
以
下
で
の
「
生
え
抜
き
」
組
の
昇

任
は
な
く
，
全
員
が
五
七
歳
（
残
り
三
年
）
ま
た
は

五
八
歳
（
残
り
二
年
）
で
あ
っ
た
。
一
九
九
九
（
平
成

一
一
）
年
か
ら
わ
ず
か
三
年
で
，
「
生
え
抜
き
」
組

昇
任
最
低
年
齢
が
一
歳
上
昇
し
た
こ
と
に
な
る
。 

の

 

昨
年
は
新
任
者
二
七
人
中
一
六
人
（
五
九
％
）
だ

っ
た
「
生
え
抜
き
」
組
が
，
今
年
度
三
四
人
中
二
四

人
（
七
一
％
）
に
増
加
し
た
の
も
，
と
り
わ
け
「
生

え
抜
き
」
組
に
お
い
て
「
短
命
化
」
が
顕
著
で
あ
る

こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
（
グ
ラ
フ
と
平
均
年
齢
の
計
算

か
ら
は
，
二
度
め
の
新
任
で
あ
る
前
教
育
次
長
＝
稲
葉
節
生

戸
一
高
校
長
は
除
い
た
。
） 

二
〇
〇
二
年
度
の
校
長
人
事 

水

 

一
年
前
の
当
研
究
（
第
九
回
）
で
，
校
長
昇
任
待

ち
の
行
列
は
長
く
な
る
一
方
な
の
で
，
い
ず
れ
五
九

歳
（
残
り
一
年
）
の
「
蜻
蛉
（
か
げ
ろ
う
）
校
長
」
も

必
至
だ
ろ
う
と
予
想
し
た
。
新
任
で
は
な
い
が
，
今

年
度
つ
い
に
五
九
歳
の
校
長
の
転
任
が
発
令
さ
れ
た
。

吉
武
和
治
郎
前
鹿
島
灘
高
校
長
が
，
残
り
一
年
で
，

一
市
内
の
鹿
島
高
校
に
転
任
し
た
の
で
あ
る
。 
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校
長
が
，
一
年
か
二
年
で
落
ち
着
き
な
く
転
勤
す

る
。
そ
の
う
え
，
「
校
長
協
会
」
や
「
高
体
連
」
な

ど
の
出
張
で
年
間
何
十
日
も
学
校
を
留
守
に
す
る
。

校
長
ポ
ス
ト
の
重
み
が
，
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
る
。 

教
諭
と
比
べ
て
二
級
ア
ッ
プ
の
「
四
級
」
の
給
与
，

一
四
％
（
一
部
の
校
長
は
一
六
％
）
の
管
理
職
手
当
，

一
五
％
割
増
（
一
部
は
二
〇
％
）
の
ボ
ー
ナ
ス
を
受
け

な
が
ら
，
出
張
ば
か
り
で
あ
ま
り
学
校
に
い
な
い
。

教
育
委
員
会
は
，
見
て
見
ぬ
ふ
り
で
放
置
す
る
。 

 

本
研
究
の
指
摘
や
提
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
茨
城

県
高
等
学
校
長
協
会
の
放
慢
な
組
織
体
質
は
一
向
に

改
め
ら
れ
て
い
な
い
。
公
費
依
存
・
団
費
（
Ｐ
Ｔ
Ａ

費
）
依
存
の
会
計
処
理
も
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。 

会

 

校
長
協
会
に
対
す
る
教
育
行
政
当
局
の
「
及
び

腰
」
姿
勢
も
従
来
通
り
で
あ
る
。
校
長
ら
に
よ
る

「
出
張
」
許
可
権
限
の
濫
用
と
公
費
の
無
駄
遣
い
と

い
う
，
明
ら
か
な
不
正
行
為
す
ら
是
正
で
き
な
い
で

い
る
。
校
長
の
出
張
許
可
願
・
旅
行
命
令
票
・
復
命

書
・
出
勤
簿
な
ど
あ
ら
ゆ
る
公
文
書
が
開
示
さ
れ
る

時
代
に
，
説
明
の
つ
か
な
い
県
高
校
長
協
会
の
用
務

の
た
め
に
，
一
人
当
り
年
間
数
十
日
も
の
「
出
張
」

が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
異
常
な
事
態
が
い
つ
ま
で

許
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。 

も

 

教
育
庁
幹
部
か
ら
校
長
へ
の
「
天
下
り
」
に
つ
い

て
も
，
是
正
す
る
つ
も
り
は
な
い
よ
う
だ
。
教
育
次

長
・
参
事
・
課
長
の
地
位
に
あ
っ
た
者
が
，
翌
年
度

に
は
校
長
に
な
り
，
後
輩
た
る
教
育
次
長
・
参
事
・

課
長
か
ら
指
示
を
受
け
る
と
い
う
の
で
は
，
行
政
機

の
職
階
制
原
理
は
根
底
か
ら
く
つ
が
え
る
。 

同

 

校
長
人
事
に
お
け
る
条
件
が
ま
た
ひ
と
つ
撤
廃
さ

れ
た
。
校
長
人
事
の
「
過
剰
流
動
化
」
傾
向
は
，
今

後
さ
ら
に
進
行
す
る
だ
ろ
う
。 

構

 

情
報
公
開
・
行
政
民
主
化
の
時
代
趨
勢
は
押
し
止

め
難
く
，
高
校
長
協
会
が
従
来
の
活
動
形
態
を
維
持

で
き
な
く
な
る
日
が
，
本
県
に
も
間
も
な
く
や
っ
て

く
る
。
そ
の
際
，
茨
城
県
教
育
行
政
が
そ
の
余
波
を

受
け
ず
に
済
む
は
ず
が
な
い
。
任
意
団
体
ひ
と
つ
満

足
に
統
制
で
き
な
い
地
方
教
育
行
政
当
局
が
，
他
の

行
政
機
関
や
県
民
か
ら
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
か
，
よ
く
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。 

行
政
の
透
明
化
と
県
高
校
長
協
会 

校
長
の
将
来
像 

県

 

こ
れ
で
は
，
学
校
に
「
校
長
」
は
い
ら
な
い
と
言

っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
行
き
着
く
先
は
，

校
長
の
非
常
勤
職
員
化
で
あ
る
。
「
校
長
」
は
，
非

常
勤
の
特
別
職
公
務
員
と
な
り
，
週
に
一
回
，
半
日

程
度
出
勤
し
，
文
書
の
決
裁
な
ど
の
形
式
的
・
事
務

的
な
仕
事
を
こ
な
す
だ
け
に
な
る
。
あ
と
は
，
学
校

行
事
で
「
あ
い
さ
つ
」
や
「
講
話
」
を
お
こ
な
う
だ

け
だ
。
報
酬
は
一
日
二
万
円
の
定
額
制
で
，
月
間
四

回
勤
務
の
月
額
八
万
円
，
年
額
は
九
六
万
円
。
手
当

は
通
勤
手
当
の
み
。
県
立
学
校
一
三
〇
校
で
人
件
費

が
年
間
一
五
億
円
以
上
節
約
で
き
る
。
こ
れ
で
小
規

校
が
五
，
六
校
程
度
，
廃
校
を
免
れ
る
。 

 

前
回
ま
で
当
研
究
は
，
「
教
頭
会
法
規
演
習
に
お

け
る
労
働
安
全
衛
生
法
違
反
」
と
し
て
，
教
職
員
の

定
期
健
康
診
断
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
，
こ
こ
で
今

度
分
の
契
約
に
関
し
て
報
告
す
る
。 

 

お

 

日
立
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
は
，
前
年
受
注
し
た

第
一
学
区
の
ほ
か
，
第
三
学
区
に
関
し
て
見
積
を
提

出
し
た
。
茨
城
県
総
合
健
診
協
会
は
前
年
受
注
し
た

第
二
学
区
と
五
学
区
に
関
し
て
見
積
を
提
出
し
た
。

茨
城
県
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
は
，
前
年
受
注
し
た

第
三
学
区
と
第
四
学
区
の
ほ
か
，
第
一
学
区
と
第
二

学
区
の
見
積
に
も
参
加
し
た
が
，
同
じ
医
師
会
設
立

団
体
で
あ
る
取
手
北
相
馬
保
健
医
療
セ
ン
タ
ー
が
参

加
す
る
第
五
学
区
は
辞
退
し
た
。
新
規
の
二
業
者
の

う
ち
，
財
団
法
人
全
日
本
労
働
福
祉
協
会
茨
城
県
支

部
（
岩
間
町
，
一
九
七
七
年
設
立
）
は
，
五
学
区
す
べ

て
で
推
薦
を
受
け
た
が
，
第
一
学
区
か
ら
第
四
学
区

ま
で
を
辞
退
し
，
第
五
学
区
に
だ
け
見
積
を
提
出
し

た
。
社
団
法
人
取
手
北
相
馬
保
健
医
療
セ
ン
タ
ー

（
取
手
市
。
一
九
八
二
年
設
立
）
は
，
第
五
学
区
に
つ

い
て
だ
け
推
薦
を
受
け
，
見
積
を
提
出
し
た
。 

模

 

校
長
ら
は
残
り
の
週
六
日
を
自
由
な
時
間
と
し
て

利
用
で
き
る
。
従
来
通
り
好
き
な
だ
け
「
校
長
協

会
」
の
会
合
を
お
こ
な
え
ば
よ
い
。
た
だ
し
，
出
張

旅
費
と
日
当
は
支
給
さ
れ
な
い
か
ら
自
費
で
の
活
動

な
る
。
年
間
一
億
円
の
県
費
旅
費
が
削
減
で
き
る
。 

と

 

も
ち
ろ
ん
，
「
非
常
勤
特
別
職
の
校
長
」
と
い
え

ど
も
，
ハ
ン
コ
を
つ
く
だ
け
が
仕
事
で
は
公
費
の
無

駄
使
い
だ
と
の
批
判
は
避
け
ら
れ
な
い
。
産
業
医
が

校
長
を
兼
任
し
，
出
勤
に
際
し
て
は
職
場
巡
視
を
お

こ
な
い
，
毎
月
一
回
以
上
の
衛
生
委
員
会
出
席
も
こ

な
す
と
か
，
あ
る
い
は
普
通
の
会
社
員
が
校
長
と
な

っ
て
，
Ｐ
Ｔ
Ａ
役
員
な
ど
に
限
ら
な
い
，
普
通
の
保

護
者
か
ら
の
要
望
・
意
見
の
集
約
に
努
め
る
な
ど
，

「
実
際
に
役
に
立
つ
校
長
」
「
皆
に
喜
ば
れ
る
校

長
」
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。 

年

 

県
教
育
委
員
会
（
担
当
は
保
健
体
育
課
〔
中
村
昌
平
課

長
〕
の
学
校
保
健
係
〔
仲
澤
進
係
長
〕
）
は
，
今
年
度
の

教
職
員
の
定
期
健
康
診
断
の
委
託
機
関
の
決
定
お
よ

び
契
約
の
締
結
に
お
い
て
，
一
切
の
批
判
を
受
け
入

れ
ず
，
前
年
通
り
の
方
法
を
踏
襲
し
た
。
す
な
わ
ち
，

生
徒
等
の
健
康
診
断
と
一
括
し
て
，
安
価
な
出
張
検

診
方
式
を
指
定
し
た
う
え
で
，
県
教
育
委
員
会
に
お

い
て
一
括
し
て
学
区
ご
と
の
随
意
契
約
方
式
で
委
託

者
を
割
り
振
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

定
期
健
診
契
約 

業

 

二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
，
県
教
育
委
員
会
建
設
工

事
等
請
負
業
者
選
定
委
員
会
（
各
課
室
長
）
は
，
随

意
契
約
に
先
立
っ
て
実
施
さ
れ
る
見
積
に
参
加
さ
せ

る
業
者
の
推
薦
に
つ
い
て
，
保
健
体
育
課
の
原
案
ど

お
り
承
認
し
た
。
二
年
連
続
で
医
療
事
故
を
起
こ
し

た
茨
城
県
総
合
健
診
協
会
（
会
長
＝
橋
本
昌
県
知
事
）

も
，
「
検
診
方
法
・
検
診
結
果
に
安
全
性
・
信
頼
性

が
あ
る
」
と
し
て
推
薦
さ
れ
た
。
今
年
度
は
従
来
の

三
業
者
に
加
え
て
，
あ
ら
た
に
二
業
者
が
見
積
に
参

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

加

 

三
月
六
日
付
け
で
各
業
者
に
見
積
通
知
書
が
発
送

さ
れ
，
三
月
一
三
日
，
県
庁
舎
一
階
の
第
三
入
札
室

で
，
午
後
一
時
三
〇
分
に
第
一
学
区
，
以
後
一
五
分

間
隔
で
，
第
二
学
区
か
ら
第
五
学
区
ま
で
の
見
積
が

こ
な
わ
れ
た
。 

圧
倒
的
な
価
格
差 

 

五
業
者
の
提
出
し
た
見
積
単
価
と
合
計
額
は
，
一

覧
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
表
中
の
「
検
査
項
目
」
欄

の
右
側
の
「
予
定
価
格
」
と
は
，
保
健
体
育
課
が
あ

ら
か
じ
め
算
出
し
て
お
い
た
単
価
と
合
計
額
で
あ
り
，

見
積
終
了
ま
で
公
開
さ
れ
な
い
。
五
業
者
が
呈
示
し

た
単
価
と
合
計
額
の
う
ち
，
「
予
定
価
格
」
と
同
額

の
も
の
に
は
，
網
掛
け
を
ほ
ど
こ
し
た
。
昨
年
同
様
，

日
立
メ
デ
ィ
カ
ル
，
総
合
健
診
協
会
，
茨
城
メ
デ
ィ

カ
ル
の
三
者
は
，
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
項
目
に
つ
い

，
「
予
定
価
格
」
通
り
の
見
積
額
を
呈
示
し
た
。 

て

 

こ
れ
に
対
し
て
，
新
規
二
業
者
の
呈
示
し
た
額
は
，

ほ
と
ん
ど
の
項
目
に
わ
た
っ
て
「
予
定
価
格
」
と
異

な
っ
て
お
り
，
し
か
も
そ
れ
を
大
き
く
下
回
っ
て
い

た
。
従
来
三
業
者
と
新
規
二
業
者
の
価
格
差
は
歴
然

と
し
て
お
り
，
一
人
当
り
価
格
で
は
生
徒
の
場
合
で

五
％
，
教
職
員
の
場
合
で
二
一
％
に
及
ん
だ
。 

三

 

従
来
三
業
者
だ
け
が
見
積
に
参
加
し
た
第
一
学
区

か
ら
第
四
学
区
ま
で
に
お
い
て
は
，
〇
・
一
％
か
ら



 

予定価格 日立メディカル 総合健診協会 茨城メディカル 取手北相馬 労働福祉協会 見積価格差 価格差比

生徒等 尿検査 ¥240 ¥240 ¥240 ¥240 ¥210 ¥180 ¥60 33%

寄生虫卵検査 ¥180 ¥180 ¥180 ¥180 ¥150 ¥150 ¥30 20%

心臓検診 ¥1,900 ¥1,900 ¥1,900 ¥1,900 ¥1,290 ¥1,300 ¥610 47%

胸部間接撮影 ¥680 ¥680 ¥680 ¥680 ¥650 ¥600 ¥80 13%

胸部直接撮影 ¥2,220 ¥2,220 ¥2,220 ¥2,220 ¥2,200 ¥1,000 ¥1,220 122%

喀痰検査 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,000 ¥2,000 ¥600 30%

教職員 一般検診 ¥1,850 ¥1,850 ¥1,980 ¥1,850 ¥2,000 ¥1,600 ¥400 25%

心電図検査 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,290 ¥1,500 ¥210 16%

血液検査 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥1,770 ¥2,500 ¥1,230 69%

胸部間接撮影 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,050 ¥600 ¥600 100%

胸部直接撮影 ¥2,220 ¥2,220 ¥2,220 ¥2,220 ¥2,200 ¥1,000 ¥1,220 122%

喀痰検査 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,600 ¥2,000 ¥2,000 ¥600 30%

コリンエステラーゼ ¥200 ¥200 ¥200 ¥200 ¥150 ¥0 ¥200 #DIV/0!

胃の検査 ¥4,070 ¥4,070 ¥4,370 ¥4,070 ¥4,000 ¥3,800 ¥570 15%

第１学区 ¥50,000 ¥40,000 辞退 ¥50,000 不参加 辞退 ¥10,000 25%

第２学区 ¥50,000 辞退 ¥45,000 ¥40,000 不参加 辞退 ¥5,000 13%

第３学区 ¥50,000 ¥60,000 辞退 ¥40,000 不参加 辞退 ¥20,000 50%

第４学区 ¥50,000 辞退 辞退 ¥40,000 不参加 辞退 無競争 無競争

第５学区 ¥50,000 辞退 ¥45,000 辞退 ¥60,000 ¥50,000 ¥15,000 33%

第１学区 ¥21,572,985 ¥21,551,985 辞退 ¥21,572,985 不参加 辞退 ¥21,000 0.10%

第２学区 ¥42,309,540 辞退 ¥42,794,640 ¥42,288,540 不参加 辞退 ¥506,100 1.20%

第３学区 ¥16,521,120 ¥16,542,120 辞退 ¥16,500,120 不参加 辞退 ¥42,000 0.25%

第４学区 ¥35,557,935 辞退 辞退 ¥35,536,935 不参加 辞退 無競争 無競争

第５学区 ¥48,714,120 辞退 ¥49,166,670 辞退 ¥39,054,960 ¥37,768,500 ¥11,398,170 30.18%

¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥3,000 ¥2,300 ¥2,230 ¥770 35%

¥11,620 ¥11,620 ¥12,050 ¥11,620 ¥10,110 ¥10,000 ¥2,050 21%

（注）　単価は消費税を含まず，合計額は消費税を含む。 網掛セルの価格は，予定価格と同額のもの。 結核精密検査巡回料と見積合計額のうちゴシック体は，決定業者。

生徒一人当り（結核精密検査非該当）

教職員一人当り（40歳以上，結核精密検査非該当）

検査項目

結核精密検査巡回料

見積合計額

一
・
二
％
と
い
う
わ
ず
か
の
価
格
差
で
契
約
業
者
が

決
定
し
た
。
第
一
学
区
は
日
立
メ
デ
ィ
カ
ル
，
第
三

学
区
と
第
四
学
区
は
茨
城
メ
デ
ィ
カ
ル
だ
っ
た
（
い

ず
れ
も
前
年
と
同
じ
）
。
第
二
学
区
は
茨
城
メ
デ
ィ
カ

ル
に
決
定
し
た
（
前
年
は
総
合
健
診
協
会
。
当
学
区
で
二

〇
一
年
一
二
月
Ｘ
線
フ
ィ
ル
ム
の
取
り
違
い
が
あ
っ
た
）
。 

〇

 

五
業
者
が
そ
ろ
っ
て
推
薦
さ
れ
た
第
五
学
区
は
，

日
立
メ
デ
ィ
カ
ル
と
茨
城
メ
デ
ィ
カ
ル
が
辞
退
し
，

こ
こ
ま
で
契
約
を
取
っ
て
い
な
い
三
業
者
の
競
争
と

な
っ
た
。
総
合
健
診
協
会
は
「
予
定
価
格
」
に
近
い

四
九
一
六
万
円
を
呈
示
し
た
が
，
取
手
北
相
馬
保
健

医
療
セ
ン
タ
ー
は
一
〇
〇
〇
万
円
以
上
低
い
約
三
九

〇
五
万
を
，
全
日
本
労
働
福
祉
協
会
は
，
さ
ら
に
一

二
八
万
円
低
い
三
七
七
六
万
円
を
呈
示
し
た
。 

定
期
健
診
の
現
状
と
人
間
ド
ッ
ク
人
気 

 

保
健
体
育
課
が
職
場
の
教
職
員
の
要
望
や
批
判
に

一
切
耳
を
貸
さ
ず
，
高
値
で
低
質
の
医
療
を
義
務
づ

け
る
な
か
，
二
年
連
続
で
医
療
事
故
が
起
き
た
。
も

は
や
誰
も
責
任
を
取
ら
ず
，
何
ら
の
方
針
変
更
も
行

わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
す
ま
な
い
段
階
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
度
以
来
の
総
合
健
診
協
会
の
独
占
体
制

は
い
っ
た
ん
頓
挫
し
た
が
，
こ
れ
は
大
き
な
変
化
の

じ
ま
り
に
過
ぎ
な
い
。 

は

 

教
職
員
の
定
期
健
康
診
断
は
，
労
働
安
全
衛
生
法

に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
労
働
安

全
衛
生
法
の
目
的
は
労
働
災
害
の
予
防
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
理
解
せ
ず
，
学
校
保
健
法
に
基
づ
く
生
徒

の
健
康
診
断
の
つ
い
で
に
教
職
員
の
健
康
診
断
を
実

施
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
《
保
健
体
育
課
的
手
法
》

は
，
現
行
法
体
系
に
は
，
到
底
合
致
し
な
い
。
公
務

災
害
補
償
と
福
利
厚
生
事
業
に
つ
い
て
は
教
育
庁
福

利
厚
生
課
が
担
当
す
る
こ
と
と
し
な
が
ら
，
健
康
診

断
を
含
む
労
働
安
全
衛
生
全
般
に
つ
い
て
保
健
体
育

課
が
誤
っ
た
仕
方
で
取
り
仕
切
る
状
況
が
続
く
限
り
，

題
は
決
し
て
解
決
し
な
い
。 

問

 

福
利
厚
生
課
が
担
当
し
て
い
る
「
人
間
ド
ッ
ク
」

は
，
地
方
公
務
員
法
第
四
二
条
に
基
づ
く
福
利
厚
生

事
業
の
一
環
で
あ
る
。
昨
年
度
，
県
立
学
校
の
教
職

員
七
八
八
一
人
の
三
二
・
五
％
に
達
す
る
二
五
五
八

人
が
，
「
人
間
ド
ッ
ク
」
を
受
診
し
た
（
講
師
を
除

く
）
。
受
診
申
込
者
は
三
四
〇
七
人
（
四
三
・
二
％
）

に
達
す
る
。
「
人
間
ド
ッ
ク
」
人
気
の
理
由
が
，
定

期
健
康
診
断
の
あ
ま
り
の
お
粗
末
さ
に
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。 

「
人
間
ド
ッ
ク
」
の
場
合
，
受
診
当
日
は
職
務
専
念

義
務
を
免
除
さ
れ
る
か
ら
，
仕
事
を
離
れ
て
落
ち
着

い
て
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
検
査
は
，
医

療
機
関
の
建
物
内
で
検
査
衣
に
着
替
え
た
う
え
で
お

こ
な
わ
れ
る
。
検
査
結
果
は
そ
の
日
の
う
ち
に
呈
示

さ
れ
，
医
師
に
よ
る
診
察
や
保
健
婦
に
よ
る
ア
ド
バ

ス
も
き
ち
ん
と
実
施
さ
れ
る
。 

 

定
期
健
診
は
，
職
場
ご
と
に
教
職
員
の
要
望
に
基

づ
い
て
衛
生
委
員
会
で
協
議
し
，
近
隣
の
医
療
機
関

を
選
定
す
る
。
交
代
で
，
一
日
職
専
免
扱
い
で
受
診

す
る
。
法
定
の
検
査
項
目
に
加
え
て
，
い
く
つ
か
の

血
液
と
尿
の
検
査
項
目
，
眼
底
検
査
，
眼
圧
検
査
，

腹
部
超
音
波
検
査
，
大
腸
が
ん
検
査
，
婦
人
科
検
査

を
加
え
れ
ば
，
「
一
日
人
間
ド
ッ
ク
」
と
同
程
度
な

い
し
そ
れ
以
上
の
水
準
に
達
す
る
。 

イ

 

い
っ
ぽ
う
の
定
期
健
診
は
，
勤
務
の
合
間
に
，
衛

生
的
と
は
言
い
兼
ね
る
学
校
の
建
物
内
で
実
施
さ
れ

る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
無
頓
着
で
，
検
査
デ
ー

タ
は
同
僚
に
筒
抜
け
。
異
常
値
や
病
名
ま
で
わ
か
っ

て
し
ま
う
。
男
女
の
分
離
す
ら
不
十
分
で
落
ち
着
い

て
検
査
を
う
け
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
心
電
図
測
定

は
ベ
ッ
ド
代
わ
り
の
テ
ー
ブ
ル
に
寝
か
さ
れ
る
。
尿

を
入
れ
た
コ
ッ
プ
を
持
っ
て
右
往
左
往
さ
せ
ら
れ
る
。

無
愛
想
な
応
対
。
結
果
通
知
は
一
か
月
も
先
。
医
師

に
よ
る
診
察
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
い
（
医
師
法
違

反
）
。 
あ
る
学
校
で
は
，
現
場
を
見
た
産
業
医
（
健

管
理
医
）
が
，
あ
ま
り
の
ひ
ど
さ
に
仰
天
し
た
。 

康

 

福
利
厚
生
課
の
「
人
間
ド
ッ
ク
」
と
，
保
健
体
育

課
の
定
期
健
診
が
別
個
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
，
県

費
の
二
重
支
出
と
多
額
の
個
人
負
担
が
生
じ
て
い
る

こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
二
五
五
八
人
分
の
「
人
間
ド

ッ
ク
」
の
費
用
の
う
ち
，
医
療
機
関
窓
口
で
の
個
人

納
入
分
（
一
人
あ
た
り
九
一
〇
〇
円
か
ら
一
万
六
三
〇
〇

円
）
を
除
く
九
一
〇
〇
万
円
が
，
県
費
（
二
七
〇
〇
万

円
）
，
共
済
組
合
（
四
五
〇
〇
万
円
）
，
互
助
会
（
一

九
〇
〇
万
円
）
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
。
共
済
組
合

の
財
源
は
労
使
折
半
だ
か
ら
「
人
間
ド
ッ
ク
」
に
は
，

合
計
四
九
五
〇
万
円
以
上
の
県
費
が
投
入
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
七
〇
〇
〇
万
円
以
上
を
共

済
組
合
掛
金
・
互
助
会
掛
金
・
人
間
ド
ッ
ク
受
診
時

の
個
人
負
担
金
と
し
て
，
教
職
員
が
負
担
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
（
受
診
し
な
い
人
も
負
担
し
て
い
る
！
）
。

生
徒
分
と
一
括
し
て
契
約
し
て
い
る
定
期
健
診
の
う

ち
，
教
職
員
分
の
県
費
支
出
額
は
六
三
二
六
万
円
で

あ
る
（
以
上
二
〇
〇
一
年
度
分
に
つ
い
て
の
概
算
）
。 

定
期
健
康
診
断
の
改
善
と
費
用
削
減 

 

追
加
検
査
の
た
め
の
差
額
が
，
か
り
に
個
人
負
担

だ
と
し
て
も
「
人
間
ド
ッ
ク
」
の
た
め
の
負
担
と
考

え
れ
ば
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
，
定
期
健
診

を
「
人
間
ド
ッ
ク
」
並
み
の
水
準
で
実
施
す
れ
ば
，

教
職
員
七
八
八
一
人
の
う
ち
四
割
以
上
の
三
四
〇
七

人
が
「
人
間
ド
ッ
ク
」
に
殺
到
し
，
く
じ
引
き
で
当

選
者
を
決
め
る
異
常
事
態
は
解
消
す
る
に
違
い
な
い
。

県
・
共
済
組
合
・
互
助
会
の
財
政
負
担
は
大
幅
に
軽

く
な
る
。
そ
の
分
を
追
加
検
査
の
費
用
に
振
り
向
け

ば
，
個
人
負
担
額
は
大
幅
に
圧
縮
で
き
る
。 

れ

 

医
師
法
違
反
と
労
働
安
全
衛
生
法
違
反
，
医
療
行

為
と
し
て
問
題
外
の
低
水
準
と
度
重
な
る
医
療
事
故
，

莫
大
な
額
の
無
駄
遣
い
な
ど
，
ど
こ
か
ら
見
て
も

《
保
健
体
育
課
体
制
》
の
も
と
で
の
定
期
健
康
診
断

は
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
。
健
康
と
医
療
に
関
す
る
事

柄
で
あ
る
。
当
事
者
の
要
望
・
意
見
を
無
視
し
て
非

人
間
的
医
療
行
為
を
強
要
す
る
人
権
侵
害
は
，
も
は

や
許
さ
れ
な
い
。
担
当
課
の
変
更
と
定
期
健
診
の
改

は
，
待
っ
た
な
し
で
あ
る
。 

善

 

現
時
点
が
，
県
教
育
委
員
会
と
し
て
，
み
ず
か
ら

事
態
の
打
開
を
は
か
り
う
る
最
終
段
階
で
あ
る
。 


